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船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究

三
二

船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
ろ

　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
（
二
・
完
）

ル剛

原

光

雄

一
、
序
　
説

二
、
・
ン
ド
ン
宣
言
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
と
實
行

三
、
ロ
ン
ド
ン
宣
言
と
7
ラ
ン
ス
主
義
（
第
二
四
巻
、
第
七
號
）

四
、
第
一
次
大
職
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
と
實
行
（
第
二
一
巻
、
第
四
號
）

五
、
結
　
論
（
本
號
）

五
、
結

論

　
以
上
に
お
い
て
、
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
一
六
八
一
年
の
立
法
か
ら
第
一
訳
大
戦
終
結
ま
で
の
立
法
の
攣
遷
と
、
フ
ラ
ン
ス

捕
獲
審
検
所
の
實
行
を
親
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
が
い
か
に
饗
化
し
、
そ
の
實
行
が
ま
た
い
か
な
る
攣
遷
を
重
ね
て
來
た

か
を
検
討
し
た
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
と
實
行
か
ら
蹄
納
し
て
始
め
て
、
も
し
そ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
の
特
異
な
態
度
が
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
な

ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
特
異
な
態
度
が
、
限
ら
れ
た
期
間
内
の
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
期
間
を
明
示
し
て
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
な
け
れ
ば
、
正
し
い
表
現
と
は
い
え
な
亀
い
。
船
舶
の
敵
性
決
定
に
關
し
て
は
、
内
外
の
多
く



の
國
際
法
學
者
が
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
英
國
主
義
と
を
封
比
し
て
論
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
論
は
誤
解
に
出
て
い
る
か
、
或
い
は
不
正
確
な

も
の
が
甚
だ
多
い
。
わ
が
國
の
學
者
の
著
書
、
論
文
で
こ
れ
に
鰯
れ
て
い
る
も
の
は
相
當
あ
る
が
、
い
す
れ
も
そ
の
厳
述
は
簡
箪
で
参
考
に
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
が
、
比
較
的
詳
述
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
信
夫
淳
雫
博
士
の
「
戦
時
國
際
法
講
義
」
，
と
松
原
一
雄
博
士
の
「
現
行
國
際

法
」
（
下
巻
）
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
船
舶
の
敵
性
決
定
に
關
し
て
本
稿
の
研
究
封
象
に
燭
れ
て
い
る
わ
が
國
の
學
者
の
所
論
を
學
げ
て
み
れ

ば
、
立
作
太
郎
博
士
は
「
大
陸
主
義
に
於
て
は
、
專
ぢ
船
舶
の
掲
揚
の
椹
利
を
有
す
る
國
旗
如
何
に
よ
り
敵
性
の
有
無
を
定
め
る
の
で
あ
る
（
註
）
。

こ
れ
般
舶
の
國
籍
に
依
り
て
敵
性
の
有
無
を
定
め
ん
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
」
。
そ
し
て
、
後
に
お
い
て
立
博
士
は
フ
ラ
ン
ス
の
新
立
法
を

掲
げ
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
英
國
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
を
論
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
博
士
の
大
陸
主
義
と
よ
ぶ
も
の
の
中
に
は
、
當
然
フ
ラ
ン
ス

は
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
既
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
立
法
上
船
舶
の
性
質
を
決
定
す
る
唯
一
の
基
準
と

し
て
、
そ
の
船
舶
の
掲
揚
す
る
椹
利
の
あ
る
國
旗
を
採
つ
た
の
は
、
一
九
コ
一
年
一
二
月
一
九
日
の
「
駿
時
に
お
け
る
國
際
法
の
適
用
に
關
す
る

海
軍
大
臣
訓
令
ぼ
㎝
霞
弱
9
凶
自
・
自
一
、
碧
嘗
畠
該
9
台
身
O
溶
汐
ρ
霞
葛
試
窪
箪
窪
o
器
号
ひ
q
話
肖
①
の
第
一
條
第
三
號
及
び
第
七
條
第
二
七

號
に
お
い
て
で
あ
る
（
註
二
）
。
そ
し
て
、
こ
の
立
法
も
極
め
て
短
期
間
の
生
命
し
か
保
た
す
、
一
九
一
五
年
一
〇
月
二
三
日
に
は
修
正
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
一
方
フ
ラ
ン
ス
の
實
行
は
、
恰
も
國
旗
が
船
舶
の
性
質
決
定
の
唯
一
の
基
準
で
あ
つ
た
よ
う
な
印
象
を
與
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

そ
の
判
例
が
示
す
よ
う
に
、
國
旗
の
背
後
に
あ
る
所
有
椹
が
常
に
重
覗
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
後
に
読
明
す
る
と
こ
ろ
で
明
か
で
あ
る
。
尤
も
、
第

一
次
大
載
後
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ッ
等
の
立
法
は
立
博
士
の
所
謂
「
大
陸
主
義
」
に
合
致
し
て
い
る
が
（
註
三
）
、
フ
ラ
ン
ス
も
こ
の
大

陸
主
義
に
属
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
陸
主
義
が
第
一
次
大
戦
後
の
｝
九
三
四
年
の
新
立
法
で
修
正
せ
ら
れ
た
と
解
せ
ら
れ
る
記
述
は
不
正
確
で
あ

る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
が
一
九
三
四
年
の
立
法
で
英
國
主
義
を
採
用
す
る
に
至
つ
た
と
す
る
の
も
誤
り
で
あ
る
。
】
九
三
四
年
の
立
法
は
、
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

示
す
よ
う
に
、
船
船
の
性
質
決
定
の
基
準
に
る
い
て
は
、
英
國
主
義
も
、
よ
り
廣
い
も
の
で
あ
る
。

船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究

三
三



　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

（
註
一
）
　
立
作
太
郎
「
職
時
國
際
法
論
」
昭
和
＋
九
年
七
月
二
〇
日
獲
行
、
九
七
頁
以
下
、

（
註
二
）
　
一
九
一
二
年
一
二
月
一
九
日
の
フ
ラ
ン
ス
海
軍
大
臣
訓
令
第
一
條
第
三
號
及
び
第
七
條
第
七
號
の
規
定
は
本
誌
前
號
三
八
頁
に
記
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

（
謎
三
）
　
一
九
二
七
年
の
イ
タ
リ
ア
の
規
則
第
四
五
條
は
「
船
舶
の
中
立
性
と
、
敵
性
は
、
そ
の
掲
揚
の
椹
利
あ
る
國
旗
に
よ
つ
て
麺
常
決
定
せ
ら
れ
る
。
も

　
し
、
船
舶
で
｝
定
の
國
旗
を
使
用
す
る
椹
利
を
も
た
な
い
も
の
は
、
所
有
者
の
國
籍
が
考
慮
せ
ら
れ
る
ピ
o
o
胃
”
9
曾
Φ
昌
5
①
嘗
①
o
β
①
ロ
β
o
日
一
山
瓢
β
暫
ぐ
岸
①

霞
鄙
霞
目
旦
騨
ぎ
章
器
臣
暮
｝
冨
二
①
窟
旨
9
β
、
一
一
三
a
旨
ま
．
鷲
ぎ
お
誉
ω
二
Φ
轟
身
Φ
β
．
”
b
緩
一
。
q
、
岳
霞
α
、
9
冨
琶
ぎ

　
山
暮
R
目
営
騨
O
ロ
b
話
β
山
旨
O
β
8
漢
箆
①
轟
江
O
冨
宣
β
90
葺
O
β
巴
詳
ひ
α
縄
冥
O
℃
二
騨
巴
お
　
と
規
定
し
て
い
る
　
（
O
o
昌
①
“
U
3
詳
冨
程
ぎ
一
琶
①
℃
0
9
弓

　
一
〇
目
①
冨
冨
α
Φ
O
口
①
崔
①
｝
円
o
目
①
圏
●
や
躍
O
）

　
　
一
九
三
九
年
八
月
二
八
日
の
ド
イ
ッ
捕
獲
法
（
U
Φ
目
富
o
げ
①
尼
慧
勉
①
目
o
賜
伽
昌
百
5
㎎
）
の
第
六
條
は
、

　
ω
　
船
舶
の
中
立
性
と
敵
性
は
そ
の
掲
揚
の
灌
利
あ
る
國
旗
に
よ
つ
て
定
ま
る
。
船
舶
で
國
旗
掲
揚
の
椹
利
の
な
い
も
の
は
、
そ
の
所
有
者
の
國
籍
が
基
準
と
な

　
　
る
o

　
図
　
船
舶
の
性
質
が
疑
儀
な
く
確
定
し
得
な
い
限
り
、
そ
の
船
舶
は
敵
船
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。

（
ご
皇
。
協
Φ
営
象
g
㊦
。
α
R
冒
雷
霞
巴
①
国
鴨
緩
。
鼠
ヰ
①
営
窪
蜜
言
①
轟
の
且
旨
冒
場
g
島
①
固
濃
鴨
げ
婁
ぎ
旨
叶
℃
目
α
理
窪
霊
g
睾
㎎
霧

　
　
冨
お
。
匿
讐
凶
暮
」
暮
。
ぎ
評
耳
国
Φ
轟
目
尾
国
穿
目
寒
㎎
①
宮
霧
固
㊤
鵠
。
三
。
算
び
R
。
。
置
撃
。
。
。
馨
島
。
ω
“
鎧
冨
讐
㎎
①
暮
匡
讐
Φ
詳
α
①
ω

　
　
国
貫
o
冨
辟
伊
目
o
屋
轟
器
騎
①
げ
o
β
山
・

　
（
凶
）
ω
o
一
導
鴨
9
0
国
蒔
o
拐
o
げ
鑑
什
α
緩
円
”
再
N
雪
鴨
旨
o
算
o
置
類
餌
邑
守
Φ
幽
馬
o
・
茜
o
獣
o
年
類
o
浅
雪
惹
昌
♂
δ
6
＄
巴
の
㌦
Φ
凶
邑
一
一
魯
窃
鋸

　
　
ご
O
げ
餌
β
q
①
一
β
●

　
次
に
田
岡
良
一
博
士
は
「
船
舶
の
敵
性
と
中
立
性
を
分
つ
標
準
は
之
を
船
舶
の
掲
揚
す
る
國
旗
に
求
め
、
敵
國
旗
を
掲
げ
る
船
舶
を
敵
船
と

し
、
中
立
旗
を
掲
ぐ
る
も
の
を
中
立
船
と
す
る
原
則
が
古
來
普
遍
的
に
行
わ
れ
る
」
と
し
、
そ
し
て
中
立
國
に
國
籍
が
あ
る
船
舶
と
難
も
「
敵
人

の
所
有
に
属
す
る
船
舶
は
敵
船
と
せ
ら
れ
る
。
但
し
こ
の
主
義
は
英
國
の
み
傅
統
的
に
採
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
英
國
以
外
の
國
に
し
て
こ

の
主
義
を
採
用
し
た
も
の
は
、
日
露
戦
孚
當
時
の
我
國
（
明
治
三
七
年
海
上
捕
獲
規
程
、
第
六
條
ノ
三
）
及
び
世
界
大
戦
の
支
那
が
あ
る
の
み
で

あ
る
（
コ
・
ン
ボ
ス
、
捕
獲
法
、
六
八
頁
参
照
）
」
と
し
て
い
る
（
註
四
）
。
こ
の
記
述
で
は
、
國
旗
が
船
舶
の
性
質
決
定
の
基
準
と
し
て
「
古
來
普



遍
的
に
行
わ
れ
た
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ズ
の
古
い
立
法
で
も
明
か
な
よ
う
に
、
む
し
ろ
船
舶
の
所
有
権
が
基
準
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
黙
は
、
ガ
ー
ナ
ー
に
よ
つ
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ぱ
、
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
槍
所
は
、
・
ン
ド
ン
宣
言
第
五
七
條
の
規
則
は

古
い
規
則
の
革
新
で
あ
る
と
の
読
に
向
い
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
命
令
は
第
五
七
條
を
撤
同
し
た
後
に
、
敵
性
の
基
準
と
し
て
は
所
有
槽
が
國
旗

の
國
籍
に
優
越
す
る
と
こ
ろ
の
見
解
を
支
持
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
古
い
規
則
に
よ
つ
た
、
と
し
て
い
る
（
註
五
）
。
次
に
、
英
國
以
外
で
英
國
主
義
を

採
つ
た
國
は
、
日
露
戦
孚
當
時
の
日
本
と
、
第
一
次
大
鞍
中
の
支
那
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
黙
は
「
第
一
次
大
戦
中
に
お
け
る
フ
ラ

ン
ス
の
立
法
と
實
行
」
の
章
に
お
い
て
詳
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
。

　
（
註
四
）
　
田
岡
良
一
「
國
際
法
學
大
綱
」
（
下
）
二
九
九
頁
以
下
。

　
（
註
五
）
Ω
弩
β
5
｝
含
器
■
餌
ミ
α
窪
営
騎
さ
o
ノ
＜
o
匡
穿
ミ
”
♪
b
o
o
O
♪
β
o
ε
9

　
戦
時
國
際
法
に
關
す
る
精
緻
な
研
究
を
穫
表
せ
ら
れ
て
い
る
信
夫
淳
干
博
士
は
、
船
舶
の
敵
性
に
關
し
て
も
相
當
詳
し
く
論
じ
て
い
ら
れ
る

が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
船
の
敵
性
に
關
し
て
は
、
從
來
そ
の
標
準
を
大
髄
に
於
て
船
主
の
定
住
所
叉
は
螢
業
地
に
取
る
英
米
主
義
と
、
之
を
船
主

の
登
記
國
帥
ち
國
籍
に
取
る
欧
大
陸
殊
に
佛
國
主
義
と
別
れ
、
一
九
〇
九
年
倫
凌
宣
言
を
見
る
に
至
る
ま
で
は
、
爾
主
義
は
相
劃
立
す
る
姿
で
あ

つ
た
。
帥
ち
、
英
米
主
義
に
依
れ
ば
、
凡
そ
敵
國
旗
を
掲
ぐ
る
船
は
之
に
敵
性
を
認
む
る
こ
と
勿
論
と
し
（
こ
れ
は
往
者
ス
ト
ウ
ェ
ル
の
塁
Φ

＜
3
毒
固
凶
鍔
常
夢
一
〇
〇
8
の
検
定
に
於
て
論
断
し
江
所
で
あ
る
）
そ
の
船
主
が
中
立
國
人
で
あ
つ
て
も
、
敵
國
に
現
に
定
住
所
叉
は
螢
業
所
を

有
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
船
に
敵
性
を
認
む
る
⑪
で
あ
る
。
之
に
反
し
、
船
主
が
敵
國
人
で
つ
て
も
、
中
立
國
に
定
住
所
又
は
螢
業
所
を
有

す
る
者
に
あ
り
て
は
、
敵
國
旗
を
掲
げ
ざ
る
限
り
、
そ
の
船
に
敵
性
を
認
め
な
い
。
且
英
國
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
英
國
の
臣
民
又
は
英
國
法
律
に

依
り
設
立
せ
ら
れ
た
る
商
肚
に
し
て
英
國
領
土
内
に
主
た
る
螢
業
所
を
有
す
る
者
に
限
り
、
英
國
の
船
の
全
部
叉
は
｝
部
を
所
有
す
る
を
得
ぺ

く
、
且
英
國
旗
を
掲
ぐ
る
こ
と
を
得
と
し
て
あ
る
か
ら
、
敵
國
の
臣
民
叉
は
商
肚
に
し
て
英
國
旗
を
掲
ぐ
る
船
を
所
有
す
る
を
得
な
い
理
で
あ
る

が
、
他
國
の
立
法
に
於
て
は
必
す
し
も
然
り
と
は
限
ら
な
い
」
。

　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
セ
　
　
わ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
め
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
わ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
セ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
む
　
　
し
　
　
ヤ

　
「
こ
の
英
米
主
義
に
封
す
る
鰍
大
陸
殊
に
佛
國
の
主
義
は
、
敵
性
の
有
無
は
専
ら
船
の
國
籍
に
依
り
て
之
を
定
め
、
随
つ
て
船
主
（
叉
は
荷
主
）

、
、
　
、
、
》
、
、
、
、
、
、
“
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
》
、
、
、
b
、
b
、
、
、
b
、
　
、
、
、
、

が
敵
國
人
で
あ
ら
ば
之
に
敵
性
を
認
む
る
も
、
中
立
人
で
あ
ら
ば
之
を
中
立
性
の
も
の
と
し
て
取
扱
う
の
で
あ
る
。
こ
の
主
義
は
佛
國
の
佳
昔
よ

り
執
り
來
つ
た
も
の
で
、
既
に
一
九
世
紀
の
初
葉
に
於
け
る
同
國
の
捕
獲
審
検
例
に
冨
国
霧
身
事
件
（
註
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
判
決

に
は
、
中
立
國
人
が
敵
國
に
居
佳
す
る
の
故
を
も
つ
て
敵
性
を
取
得
せ
ざ
る
は
猫
ほ
敵
國
人
が
中
立
國
に
居
佳
す
る
の
故
を
以
て
敵
性
を
衷
失
せ

ざ
る
が
如
し
」
と
読
明
せ
ら
れ
て
い
る
（
詑
六
、
傍
貼
筆
者
）
。

　
右
の
記
述
の
胃
頭
に
お
い
て
、
英
米
主
義
と
佛
國
主
義
を
封
立
せ
し
め
、
こ
の
二
主
義
が
ヌ
ン
ド
ン
宣
言
で
相
封
立
し
て
い
た
と
断
す
る
黙
に

は
疑
問
が
あ
る
。
・
ン
ド
ン
宣
言
で
一
態
英
國
は
フ
ラ
ン
ス
の
主
張
に
從
い
第
五
七
條
一
項
の
規
定
が
成
立
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
宣
言
が
批
准

せ
ら
れ
す
し
て
條
約
と
し
て
拘
束
力
を
も
た
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
英
國
と
佛
國
と
の
船
舶
の
敵
性
決
定
に
關
す
る
態
度
が
一
致
し
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

第
U
吹
大
戦
勃
襲
の
當
初
、
こ
れ
等
爾
國
が
・
ン
ド
ン
宣
言
に
適
當
な
修
正
を
施
し
た
上
、
こ
れ
に
よ
る
旨
を
明
示
し
た
時
、
印
ち
一
九
｝
四
年

八
月
で
あ
る
と
観
る
の
が
安
當
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
熟
は
と
に
か
く
し
て
、
信
夫
博
士
の
後
牛
の
綾
述
に
は
甚
だ
し
い
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
個
所
は
特
に
傍
黙
を
施
し
て

明
か
に
し
た
。
帥
ち
、
博
士
は
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
論
明
し
て
「
敵
性
の
有
無
は
專
ら
船
の
國
籍
に
依
り
て
之
を
定
め
」
と
言
わ
れ
て
、
船
舶
の
所

有
穰
の
所
在
は
敵
性
決
定
に
封
し
何
の
役
割
も
演
じ
な
い
の
か
と
思
え
ば
、
そ
の
文
章
に
す
ぐ
績
い
て
「
随
つ
て
船
主
（
又
は
荷
主
）
が
敵
國
人

で
あ
ら
ば
之
に
敵
性
を
認
む
る
も
、
中
立
國
人
で
あ
ら
ば
之
を
中
立
性
の
も
の
と
し
て
取
扱
う
の
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
船
主
と
は
通
常

船
の
所
有
者
と
解
す
る
か
ら
、
船
の
所
有
者
が
敵
國
人
で
あ
る
こ
と
、
印
ち
結
の
所
有
槽
が
敵
國
人
に
属
す
る
も
の
は
敵
般
で
あ
り
、
中
立
人
に

属
す
る
も
の
は
中
立
船
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
所
有
擢
を
基
準
と
し
た
性
質
決
定
ド
し
つ
て
、
「
敵
性
の
有
無
は
専
ら
般
の
國
籍
に
よ
り
之
を
定

め
」
と
い
う
言
葉
と
完
全
に
矛
盾
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
し
て
信
夫
博
士
の
學
げ
る
ル
・
ア
デ
ィ
号
事
件
は
、
人
の
敵
性
か
中
立
性
か
を
國
籍
に

よ
つ
て
決
定
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
有
名
な
制
例
で
あ
つ
て
、
船
舶
の
國
籍
を
船
舶
の
性
質
決
定
の
基
準
と
し
た
判
例
で
は
な
い
（
註
七
）
。
　
こ
の
制
例



を
船
舶
の
性
質
決
定
に
つ
い
て
言
え
ば
「
中
立
國
人
に
薦
す
る
船
は
中
立
船
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
中
立
人
と
は
國
籍
を

基
準
と
す
る
の
で
、
佳
所
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
判
例
は
、
所
有
権
の
所
在
が
船
舶
の
性
質
決
定
の
基
準
と
し
て
探
用
せ
ち
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

た
事
實
の
誼
明
に
は
な
る
が
、
般
舶
の
國
籍
に
は
少
し
も
燭
れ
て
い
な
い
の
で
、
國
旗
が
船
舶
の
性
質
決
定
の
基
準
と
な
る
読
を
立
誼
す
る
賓
料

に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
當
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
立
渋
か
ら
観
て
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

（
註
六
）
　
信
夫
淳
軍
「
職
時
國
際
法
講
義
」
第
一
巻
、
八
五
二
ー
八
五
三
頁
。

（
註
七
）
　
ル
・
ア
ル
デ
ィ
號
は
巾
立
船
で
ラ
グ
ス
（
閃
9
磐
器
）
の
國
籍
を
も
ち
、
ラ
グ
ス
の
領
事
と
し
て
メ
シ
ア
に
駐
在
す
る
ラ
グ
ス
人
コ
ス
タ
・
ラ
ン
フ
レ
ダ

　
（
0
8
富
■
曽
蔦
儲
9
）
の
所
有
船
で
あ
る
が
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
・
ヴ
ォ
ル
テ
ィ
ジ
ャ
ン
ト
（
冒
”
＜
o
憲
瞬
＄
鼻
o
）
な
る
私
艦
に
よ
つ
て
傘
捕
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、

　
こ
の
事
件
は
敵
國
に
あ
る
中
立
國
人
は
敵
性
を
取
得
す
る
か
中
立
性
を
保
持
す
る
か
と
い
う
貼
が
剣
定
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
敵
性
を
取
得
す
る
と
す
れ
ば
、

　
中
立
國
の
國
籍
を
も
ち
、
從
つ
て
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
理
由
で
、
ル
・
ア
ル
デ
ィ
號
は
捕
獲
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
検

　
所
は
次
の
よ
う
に
蓮
べ
た
。
「
外
國
に
居
佳
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
の
生
國
に
帰
鴎
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
が
そ
の
生
國
と
絶
縁
す
る
に
は
、

　
新
な
母
國
を
任
意
に
選
択
し
、
か
つ
適
法
に
こ
れ
を
取
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
依
然
本
國
の
國
性
詮
失
わ
ず
、
從
つ
て
本
國
の
友
國
の
友

　
で
あ
り
、
敵
國
の
敵
で
あ
る
。
脚
ち
・
そ
の
本
國
が
中
立
國
な
ら
ば
、
彼
自
身
も
中
立
人
で
、
そ
の
身
分
及
び
財
産
に
關
し
て
は
、
中
立
に
俘
う
剛
切
の
利
釜
を

　
享
有
す
る
。
か
つ
職
璽
は
國
と
國
と
の
關
係
で
個
人
問
の
關
係
で
は
な
い
か
ら
、
交
職
國
の
領
域
内
に
居
住
し
て
そ
の
交
職
國
を
常
助
す
る
意
思
を
表
示
し
た
揚

　
合
で
な
い
限
り
、
こ
れ
に
敵
性
を
認
む
ぺ
を
で
は
な
い
。
假
り
に
、
こ
の
主
義
に
不
便
と
弊
害
が
件
う
と
し
て
も
、
交
職
國
が
中
立
國
の
疵
商
を
保
護
す
る
こ
と

　
に
伴
う
利
盆
は
一
暦
大
で
あ
る
。
敵
國
の
臣
民
は
た
と
え
中
立
國
に
居
佳
し
、
か
つ
中
立
國
旗
の
保
護
の
下
に
通
商
に
從
事
し
て
も
、
そ
の
敵
性
を
喪
失
す
る
も

　
の
で
は
な
い
。
同
時
に
・
中
立
國
の
臣
民
を
軍
に
敵
國
内
に
居
佳
・
螢
業
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
敵
人
と
看
倣
す
こ
と
は
妥
常
で
な
い
。
…
…
本
件
で
は
、

　
中
立
國
生
れ
の
船
主
は
、
た
ま
た
ま
敵
と
な
つ
た
國
に
居
佳
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
中
立
性
に
よ
る
利
盆
を
失
う
も
の
で
な
く
、
殊
に
、
彼
は
そ
の
本
國
を
代

　
表
す
る
領
事
の
職
務
を
も
ち
、
法
律
的
に
も
事
實
的
に
も
、
本
國
と
の
關
係
を
離
脆
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
荷
更
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
個
人
的
に
も
督
業
上

　
に
も
ー
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ー
r
敵
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
つ
て
本
船
の
掌
捕
は
違
法
で
あ
つ
て
、
か
つ
無
歎
の
も
の
と
認

　
め
、
船
及
び
載
荷
共
に
こ
れ
を
所
有
者
に
返
還
す
べ
迭
も
の
と
決
定
す
る
」
。
　
（
男
ω
昌
o
言
・
O
緩
窪
費
冨
α
O
風
包
o
琶
o
⇒
ぎ
叶
霞
ロ
緯
ご
β
”
一
ピ
”
要
”
一
〇〇
鵠
・

　
や
o
o
oo
¶
o
o
o
o
9
ω
ε
宅
Φ
＝
欝
ピ
5
5
尾
9
桝
暮
臼
胃
餌
江
o
冒
巴
ピ
蝉
毛
O
器
①
∫
嶺
●
や
巽
O
－
o
o
㎝
9
信
夫
、
前
掲
、
八
五
三
頁
）

船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究

三
七



　
　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
ル
・
ア
ル
デ
ィ
號
の
制
決
は
重
要
な
意
義
を
も
つ
て
い
る
。
同
船
は
中
立
國
籍
を
も
ち
、
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
も

し
船
舶
の
性
質
が
そ
の
國
籍
に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
そ
の
船
舶
の
所
有
者
た
る
中
立
國
籍
を
も
つ
コ
ス
ク
・
ラ
ン
フ
レ
ダ

が
敵
國
内
に
居
佳
す
る
の
故
を
も
つ
て
敵
性
を
取
得
す
る
か
否
か
を
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
検
所
が
検
討
す
る
こ
と
は
全
く
無
用
の
業
で
あ
る
。
ル
・

ア
ル
デ
ィ
號
は
中
立
國
籍
の
船
舶
で
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
事
實
が
明
か
に
な
つ
た
な
ら
ハ
帥
時
解
放
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
審
検
所
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

こ
の
方
法
に
よ
ら
す
し
て
、
船
舶
の
所
有
者
が
中
立
性
か
敵
性
か
を
穿
馨
し
、
所
有
者
が
中
立
性
を
も
つ
が
故
に
、
そ
の
者
の
所
有
物
た
る
船
舶

と
そ
の
中
の
積
荷
を
中
立
性
の
も
め
と
し
て
判
示
し
た
こ
と
は
、
所
有
椹
の
所
在
を
基
準
と
し
て
船
舶
の
性
質
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
判
決
文
に
よ
つ
て
一
鮎
の
疑
を
挿
む
飴
地
も
な
い
。
ル
・
ア
ル
デ
ィ
號
事
件
は
一
八
〇
一
年
に
起
つ
た
事
件
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
封
し
て
は
、

一
六
八
一
年
の
海
上
法
及
び
一
七
七
八
年
の
規
則
が
適
用
せ
ら
れ
た
の
は
當
然
で
、
こ
れ
等
の
法
規
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
船
舶
の
國
籍
に

は
鰯
れ
す
、
軍
に
敵
に
属
す
る
船
を
敵
船
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
捕
獲
審
検
所
が
船
舶
の
國
籍
の
角
度
か
ら
事
件
を
取
扱
わ

す
、
専
ら
所
有
灌
の
面
か
ら
判
決
し
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
當
然
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
の
實
行
は
、
決
し
て
劃
一
的
な
も
の
で
な
く
、
匿
六
で
あ
つ
た
こ
と
は
サ
ー
・
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ス
フ
ッ
ト
が
指
摘
し
て
い

る
が
、
私
の
強
調
せ
ん
と
す
る
の
は
、
合
法
に
掲
揚
す
る
國
旗
が
所
有
灌
の
所
在
に
關
係
な
く
、
性
質
決
定
の
優
先
的
基
準
と
せ
ら
れ
な
か
つ
た

こ
と
、
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
れ
る
も
，
の
が
、
こ
の
當
時
フ
ラ
ン
ス
の
主
義
と
し
て
確
立
せ
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
に
あ
る
（
註
八
）
。

（
註
八
）
　
サ
；
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
コ
ッ
ト
（
oQ
冒
≦
∈
置
目
ω
8
辞
）
が
一
八
〇
三
年
に
述
べ
た
と
こ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
の
執
政
官
政
府
の
當
初
は
公
海
で
中

　
立
船
は
傘
捕
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
は
實
際
は
常
軌
を
逸
し
て
い
て
、
或
時
は
海
賊
の
よ
う
に
振
舞
い
、
ま
た
或
時
は
一
隻
の
中
立
船

　
を
も
捕
獲
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
公
言
し
た
り
し
た
。
そ
れ
は
氣
ま
ぐ
れ
な
制
度
で
あ
る
か
一
時
的
な
政
策
で
あ
つ
て
、
國
民
の
モ
デ
ル
と
す
る
に
足
り
な
い
し
、

　
最
も
古
い
時
代
か
ら
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
総
て
の
國
で
探
用
せ
ら
れ
、
か
つ
承
認
せ
ら
れ
た
原
則
に
基
く
規
則
的
な
か
つ
恒
常
的
な
、
行
爲
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
、

　
と
し
て
い
る
Q
き
。
募
窪
．
。
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次
に
、
松
原
一
雄
博
士
は
、
佛
國
主
義
（
國
旗
主
義
）
と
し
て
、
こ
れ
を
読
明
し
て
「
船
舶
ノ
掲
ク
ル
國
旗
ノ
如
何
ニ
ヨ
リ
其
船
舶
ノ
敵
性
ヲ

有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ヲ
決
定
ス
ル
ヲ
原
則
ト
シ
、
唯
其
船
舶
力
橿
利
ナ
ク
シ
テ
特
定
國
ノ
國
旗
ヲ
掲
グ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
船
舶
所
有
者
ノ
如

何
ニ
ヨ
リ
敵
性
ナ
リ
ヤ
否
ヤ
ヲ
決
定
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
…
…
」
と
せ
ら
れ
、
そ
の
註
に
お
い
て
、
一
八
七
〇
年
の
訓
令
を
學
げ
て
、
所
有
椹

主
義
と
國
旗
主
義
を
併
用
し
て
い
る
の
で
、
國
旗
主
義
は
佛
國
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
大
陸
主
義
と
い
う
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
（
詑
九
）
と

せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
か
ら
観
れ
ば
、
松
原
博
士
は
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
國
旗
主
義
が
眞
に
フ
ラ
ン
ス
主
義

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
い
を
懐
い
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
そ
の
疑
問
を
解
く
に
は
至
つ
て
い
な
い
（
謹
九
）
。

　
（
註
九
）
　
松
原
口
雄
「
現
行
國
際
法
」
下
巻
、
五
二
五
頁
、
五
二
六
頁
、
註
四
四
、
滲
照
。

　
ロ
ン
ド
ン
宣
言
前
の
フ
ラ
ソ
ス
の
著
述
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
國
旗
の
み
を
船
舶
の
性
質
決
定
の
基
準
と
し
て
い
る
と
す
る
も
の
は
稀
で
あ
る
。
こ

の
黙
に
關
す
る
ボ
ン
フ
ィ
ス
の
見
解
は
既
に
學
げ
た
。
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
と
し
て
レ
ン
ヌ
（
図
①
暮
①
）
大
學
教
授
で
あ
つ
た
ピ
エ
ド
ゥ
リ

エ
ー
ヴ
ル
（
頴
＆
呂
警
話
）
の
見
解
を
紹
介
す
る
。
彼
は
船
舶
の
性
質
を
決
定
す
る
統
一
的
な
基
準
が
存
し
な
い
こ
と
を
述
べ
た
後
「
フ
ラ
ン
ス

捕
穫
検
所
の
從
つ
て
い
る
制
度
●
（
亀
の
序
目
①
）
は
、
そ
の
軍
純
性
と
明
瞭
性
の
た
め
に
有
名
で
あ
る
。
そ
の
住
所
の
い
か
ん
に
拘
ら
す
、
敵
國
の

人
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
船
舶
の
所
有
者
は
敵
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
廣
義
に
解
す
れ
ば
、
船
舶
自
身
が
敵
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
制
度
に
お
い
て
は
、
人
の
敵
性
か
中
立
性
か
を
決
定
す
る
も
の
は
住
所
で
な
く
て
國
籍
で
あ
る
。
か
つ
船
舶
の
國
性
は
輩
に
そ
の
所

有
者
の
國
籍
か
ら
導
く
の
み
な
ら
す
、
そ
の
合
法
に
掲
揚
椹
を
も
つ
國
旗
か
ら
も
導
く
」
（
註
一
〇
）
。
こ
の
記
述
が
明
示
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス

主
義
は
國
籍
主
義
と
も
よ
ば
れ
る
が
、
そ
の
國
籍
と
は
所
有
者
の
國
籍
で
あ
つ
て
、
少
く
と
も
、
前
段
の
殿
述
で
は
、
船
舶
自
膿
の
國
籍
は
問
題

と
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
船
舶
の
所
有
者
の
國
籍
が
敵
國
で
あ
れ
は
、
そ
れ
は
敵
船
で
あ
る
。
中
立
國
の
國
籍
で
あ
れ
ば
、
中
立
船
で
あ
る
。

こ
の
鮎
は
ル
・
ア
ル
デ
ィ
號
事
件
の
判
決
で
明
示
せ
ら
れ
て
い
る
。
後
段
の
記
述
は
一
八
七
〇
年
の
訓
令
第
一
〇
條
の
一
部
を
そ
の
ま
ま
記
し
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
船
舶
の
所
有
者
の
國
籍
が
船
舶
の
性
質
を
決
定
す
る
と
共
に
、
そ
の
船
舶
の
合
法
に
拐
揚
す
る
國
旗
も
船
舶
の
性
質
決
定
の

　
　
　
船
舶
の
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決
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四
〇

基
準
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
敵
性
の
決
定
に
關
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
國
籍
主
義
で
あ
る
と
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
國
籍
主

義
と
は
個
人
の
性
質
決
定
に
關
し
て
は
一
貫
し
た
傅
統
的
な
主
義
と
い
え
る
が
、
船
舶
に
は
い
て
は
こ
の
こ
と
は
安
當
し
な
い
。

　
（
註
一
〇
）
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フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
な
態
度
を
何
故
に
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
。
そ
の
理
由
は
・
ン
ド
ン
會
議
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
主
張
が
最
も

よ
く
論
明
し
て
い
る
。
即
ち
、
主
な
る
理
由
と
し
て
は
、
肚
會
組
織
の
穫
違
と
共
に
、
所
有
槽
關
係
が
甚
だ
複
雑
に
な
つ
た
こ
と
、
並
び
に
各
國

の
立
法
の
攣
化
に
よ
り
、
所
有
椹
の
所
在
を
必
す
し
も
船
舶
登
録
の
要
件
と
見
な
い
國
が
現
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し

世
界
の
各
國
が
例
外
な
く
船
舶
の
所
有
椹
の
全
部
を
自
國
人
が
も
つ
船
舶
の
み
を
自
國
に
登
録
す
る
に
必
要
な
條
件
と
し
、
そ
れ
に
自
國
籍
を
與

え
て
自
國
旗
の
掲
揚
を
許
す
制
度
を
探
る
な
ら
ば
、
船
舶
の
所
有
穰
を
基
準
と
し
て
も
、
國
籍
を
基
準
と
し
て
も
、
船
舶
の
性
質
に
つ
い
て
は
同

一
の
結
果
が
生
す
る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
し
、
會
肚
組
織
の
資
達
に
よ
り
、
所
有
灌
關
係
は
い
よ
い
よ
複
雑
に
な
り
、
殊
に
無
記
名
株
式
の
震
行

に
よ
り
所
有
灌
關
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
不
能
な
場
合
す
ら
生
す
る
に
至
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
表
面
上
の
所

有
者
た
る
會
肚
の
國
籍
を
基
準
と
す
る
か
、
或
い
は
船
舶
の
國
籍
を
基
準
と
す
る
か
、
い
す
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
便
利
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
は
後
者
を
探
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
満
足
す
べ
き
も
の
で
な
か
つ
た
こ
と
は
、
既
述
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
試
み
に
、
・
ン
ド
ン
宣
言
直
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
著
述
を
見
る
に
、
デ
ュ
ピ
イ
（
U
唇
忌
の
）
は
「
フ
ラ
ン
ス
は
船
舶
の
中
立
性
か
敵
性
か
を
そ
の

船
舶
が
掲
揚
の
樺
利
あ
る
國
旗
か
ら
誘
導
す
る
の
で
あ
る
が
、
英
國
は
敵
國
旗
掲
揚
の
権
利
あ
る
船
を
敵
船
と
認
め
る
の
み
な
ら
す
、
中
立
旗
掲

揚
の
擢
利
あ
る
船
舶
も
そ
の
全
部
或
い
は
一
部
が
敵
に
属
す
る
と
き
、
或
い
は
敵
の
通
商
ま
た
は
航
海
に
從
事
す
る
と
き
は
敵
船
と
認
め
る
」

（
註
一
一
）
と
し
て
、
箪
純
に
國
旗
主
義
を
叙
述
し
て
い
る
。
ま
た
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ヒ
も
「
敵
旗
を
掲
げ
る
船
舶
は
敵
船
で
あ
る
と
す
る
黙
は
、
英

國
主
義
も
佛
國
主
義
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
船
舶
の
所
有
者
が
敵
國
人
で
あ
る
か
中
立
國
人
で
あ
る
か
は
間
題
と
な
ら
な
い
。

敵
旗
を
掲
揚
す
る
も
の
は
、
そ
の
事
實
か
ら
來
る
総
て
の
不
利
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例



は
、
こ
れ
に
封
し
例
外
を
認
め
て
い
る
」
と
し
て
、
既
に
述
べ
た
パ
ル
ム
號
事
件
を
奉
げ
て
、
敵
旗
を
掲
げ
る
場
合
に
も
、
一
定
の
條
件
の
下
で

は
捕
獲
を
冤
除
す
る
こ
と
を
論
き
、
績
い
て
「
中
立
旗
を
ぞ
の
國
旗
國
の
國
内
法
に
よ
り
合
法
に
掲
揚
す
る
船
舶
は
中
立
船
と
し
て
、
そ
の
所
有

者
い
か
ん
に
抱
ら
す
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
捕
獲
を
冤
除
す
る
鴻
し
か
し
、
國
旗
法
が
決
定
的
要
素
と
な
る
の
は
、
ユ
、
の
船
舶
が
合
法
な
る
國
旗
の

下
に
航
海
す
る
場
合
に
限
る
の
で
あ
つ
て
、
中
立
旗
の
下
に
航
海
す
る
船
舶
で
も
、
そ
の
船
舶
が
國
旗
國
の
國
内
法
に
よ
り
掲
揚
す
る
棲
利
の
な

い
場
合
に
は
・
そ
の
船
舶
の
眞
分
性
質
が
決
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
に
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
も
英
國
主
義
も
、
所
有
者
が
性
質
決
定
の

基
準
と
し
て
考
慮
せ
ら
れ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
所
有
者
の
國
籍
が
船
舶
の
性
質
を
決
定
し
、
英
國
主
義
は
所
有
者
の
住

所
が
船
舶
の
性
質
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
」
（
註
＝
一
）
。

　
こ
の
著
名
な
二
學
者
の
所
読
は
、
所
謂
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
明
か
に
し
て
い
る
。
殊
に
、
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ヒ
の
叙
述

は
、
英
國
主
義
に
封
比
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
鮮
か
に
描
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
二
學
者
の
中
で
デ
ュ
ピ
イ
は
彼
の
一
八
九
九
年
の
著
で
は
英
國
主
義
と
佛
國
主
義
と
は
同
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
（
註
コ
e
、
デ
ュ

ピ
イ
は
フ
ラ
ン
ス
主
義
を
決
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
傅
統
的
な
主
義
と
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ヒ
は
傳
統
的
な
主
義
と
認
め
る
か
否
か

に
つ
い
て
疑
間
で
あ
る
が
、
前
述
の
二
著
は
・
ン
ド
ン
宣
言
直
後
の
著
で
あ
る
か
ら
、
も
し
傅
統
的
な
主
義
と
し
て
で
は
な
く
フ
ラ
ン
ス
主
義
を

解
明
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
正
し
い
詮
明
で
あ
る
。

（
註
二
）
冒
唱
炉
身
鼻
盆
笹
評
霧
①
暴
葺
ぎ
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弘
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・
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こ
れ
等
の
外
に
、
國
旗
主
義
を
も
つ
て
フ
ラ
ン
ス
の
傳
統
的
な
主
義
で
あ
る
と
す
る
學
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
コ
ト
は
（
卜
目
㎎
島
け
智
o
。
ε

は
一
八
七
〇
年
七
月
二
五
日
の
海
軍
大
臣
訓
令
（
前
掲
）
は
「
船
舶
の
壁
試
9
昌
叡
は
そ
の
所
有
者
の
轟
戯
書
昌
ま
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、

　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
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四
二

そ
の
船
舶
が
掲
揚
す
る
と
こ
ろ
の
國
旗
に
封
す
る
合
法
な
椹
利
か
ら
も
導
く
」
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
規
定
の
正
確
な
意
昧
は
何
で
あ
る
か
を
自

問
し
、
　
フ
ラ
ン
ス
の
捕
獲
審
検
所
が
一
貫
し
て
從
つ
て
い
る
判
例
は
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
少
し
の
疑
間
も
残
さ
な
い
、
と
し
、
判
例
は
船
舶
の

壁
該
9
呂
ま
は
、
掲
揚
槽
あ
る
國
旗
に
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
中
立
旗
掲
揚
の
樫
利
あ
る
総
て
の
船
舶
は
、
そ
の
所
有
者
の
性
質
、
は
な

ん
ら
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
中
立
で
あ
る
旨
を
読
い
て
い
る
（
誌
一
四
）
。
ジ
ャ
コ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
が
終
始
一
貫
し
て

掲
揚
樺
あ
る
國
旗
に
よ
つ
て
船
舶
の
性
質
を
決
定
し
た
か
否
か
疑
間
で
あ
る
。
既
に
學
げ
た
制
例
が
示
す
よ
う
に
、
普
佛
戦
孚
中
の
判
例
で
も
、

敵
旗
を
合
法
に
掲
揚
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
渡
牧
し
な
い
で
、
敵
に
属
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
ナ
ポ
レ
オ

ン
戦
事
以
後
に
は
、
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
を
敵
船
と
し
て
淡
牧
し
な
か
つ
た
こ
と
は
事
實
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
の
判
例
で
は
、
合
洪

に
中
立
旗
を
揚
揚
す
る
の
み
な
ら
す
、
そ
の
所
有
罐
も
全
部
中
立
性
あ
る
も
の
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ラ

ン
ス
の
捕
獲
審
検
所
に
は
、
未
だ
か
つ
て
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
が
、
そ
の
所
有
灌
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
敵
に
属
す
る
事
件
は
提
出
さ
れ

な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
實
が
、
多
く
の
學
者
を
し
て
フ
ラ
ン
ス
主
義
は
國
旗
主
義
で
あ
る
と
解
繹
せ
し
め
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

　
想
う
に
、
船
舶
は
個
人
で
あ
る
と
會
肚
で
あ
る
と
を
問
わ
す
、
所
有
者
を
表
示
す
る
た
め
に
旗
章
を
掲
げ
る
こ
と
が
行
わ
れ
だ
し
た
の
は
非
常

に
古
い
時
代
か
ら
で
あ
る
。
・
i
マ
法
に
藷
い
て
も
、
各
地
方
に
船
舶
所
有
者
の
會
杜
或
い
は
組
合
を
認
め
、
地
中
海
及
び
バ
ル
ト
海
の
主
な
海

港
の
中
世
の
法
令
は
、
そ
れ
等
の
商
船
が
所
有
者
た
る
會
肚
ま
た
は
組
合
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
都
市
の
法
令
で
、
商
船
は
そ
の
所

驕
港
の
旗
章
を
使
用
す
る
こ
と
を
要
求
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
國
家
に
穫
達
し
て
も
、
各
國
の
國
内
法
は
自
國
に
属
す
る
船

舶
に
自
國
旗
の
掲
揚
と
、
そ
の
性
質
を
誰
明
す
べ
き
一
定
の
書
類
を
完
備
す
る
こ
と
を
命
じ
た
軌
も
し
、
こ
の
條
件
を
満
さ
な
い
場
合
は
、
海
賊

船
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
危
瞼
に
曝
さ
れ
る
。
商
船
が
國
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
が
い
つ
か
ら
｝
般
的
に
な
つ
た
か
は
明
瞭
で
な
い
が
、
軍
艦
が
國
旗

を
掲
揚
す
る
實
行
は
十
字
軍
の
遠
征
の
時
か
ら
と
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
が
自
國
船
に
自
國
旗
の
掲
揚
を
命
じ
た
洪
令
と
し
て
最
古

の
も
の
は
、
コ
ニ
七
三
年
十
二
月
七
日
の
シ
ャ
ル
五
世
の
勅
令
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
（
謎
『
五
）
。



　
元
來
、
船
舶
の
旗
章
は
そ
の
所
有
者
の
表
示
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
後
に
至
つ
て
所
有
者
の
属
す
る
國
家
の
國
旗
を
掲
揚
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は

明
か
で
あ
る
。
世
界
の
殆
ん
ど
総
て
の
國
家
は
自
國
人
が
所
有
椹
の
全
部
或
い
は
少
く
と
も
牛
分
以
上
を
も
た
な
い
船
舶
は
自
國
船
と
し
て
登
録

し
自
國
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
そ
れ
故
に
、
國
旗
は
同
時
に
所
有
罐
の
所
在
を
表
示
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
（
謎
工
ハ
）
。

（
註
一
四
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・

（
註
コ
ハ
）
　
世
界
の
海
洋
國
が
自
國
船
と
し
て
自
國
旗
の
褐
揚
を
許
す
條
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
國
内
法
に
よ
つ
て
異
る
が
、
そ
の
條
件
は
①
建
造
地
、
ω
所
有
樺
、

　
⑧
乗
組
員
の
三
個
に
つ
い
て
規
定
す
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
つ
て
い
る
所
有
権
と
國
旗
掲
揚
椹
と
の
關
係
を
各
國
の
國
内
法
に
つ
い
て
槻
れ
ば
、

　
・
次
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス

①
　
少
く
と
も
牛
分
以
上
が
フ
ラ
ン
ス
或
い
は
フ
ラ
ン
ス
の
領
地
に
居
住
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
周
す
る
か
、
或
い
は
も
し
外
國
に
居
住
す
る
場
合
に
は
フ
ラ
ン
ス
領

　
事
の
管
轄
椹
の
下
に
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
　
（
一
七
九
三
年
九
月
二
一
日
、
革
命
暦
第
二
年
第
一
月
二
七
日
の
命
令
、
一
八
四
五
年
六
月
九
日
の
法
律
）

⑧
　
曾
証
の
揚
合
は
、
重
役
の
過
牛
数
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
り
、
肚
長
、
代
表
取
締
役
或
い
は
管
理
人
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
（
一
九
一
〇
年
一
月

　
二
六
日
及
び
｝
九
一
五
年
↓
月
一
八
日
の
税
關
廻
歌
）

　
　
　
　
ド
イ
ツ
（
一
八
九
九
年
六
月
二
二
日
の
法
律
、
一
九
二
一
年
四
月
一
一
日
の
命
令
）
所
有
者
は
ド
イ
ヅ
國
人
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ω
　
有
限
責
任
曾
祉
或
い
は
合
資
曾
杜
（
無
限
責
任
を
も
つ
も
の
）
の
場
合
は
、
個
人
的
な
責
任
を
負
う
全
員
が
ド
イ
ッ
國
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

ω
　
そ
の
他
の
會
吐
、
そ
の
中
に
は
合
名
會
杜
及
び
各
種
の
法
人
が
含
ま
れ
る
が
、
ド
イ
ッ
に
本
店
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ぜ
な
ら
ぬ
。

⑧
　
株
式
合
資
會
証
は
個
人
的
に
責
任
を
負
ケ
者
の
杢
員
が
ド
イ
ッ
國
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
所
有
椹
名
儀
の
愛
更
に
よ
つ
て
船
舶
が
外
國
人
の
手
に
移
輔
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
船
舶
は
そ
の
年
の
年
末
ま
で
ド
イ
ッ
國
旗
の
掲
揚
槽
を
庵
つ
。

　
　
　
　
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
（
一
九
一
八
年
九
月
三
〇
日
の
法
律
第
一
〇
六
〇
六
號
、
一
九
一
九
年
二
月
一
〇
日
の
命
令
）

　
　
所
有
者
が
梱
人
で
あ
る
場
合
は
、
國
内
に
佳
所
を
有
す
る
こ
と
、
會
祉
で
あ
る
揚
合
は
、
そ
の
曾
吐
は
商
業
登
記
所
に
登
記
ぜ
ら
れ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
に
お
け

　
る
そ
の
代
表
者
の
氏
名
と
住
所
と
が
登
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
ベ
ル
ギ
ー
（
一
九
〇
三
年
九
月
二
〇
日
の
法
律
、
こ
の
法
律
は
船
舶
書
類
に
闘
し
て
は
一
九
二
〇
年
四
月
二
五
日
及
び
五
月
三
一
日
に
修
正
さ
れ
た
。
海

　
上
警
察
構
成
規
則
、
　
一
九
〇
入
年
九
月
三
日
、
一
九
二
〇
年
八
月
二
五
日
及
び
｝
九
二
八
年
六
月
五
臼
の
法
律
に
よ
る
鳳
九
二
九
年
九
月
月
｝
○
日
の
布
告
）

　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



　
　
船
舶
の
．
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

　
船
舶
の
牛
分
以
上
が
ω
ベ
ル
ギ
ー
人
、
働
法
律
が
濁
立
し
た
法
人
格
を
認
め
、
か
つ
ベ
ル
ギ
ー
に
本
店
を
も
つ
商
事
會
肚
、
⑧
叫
年
以
上
引
績
き
ベ
ル
ギ
ー
に

佳
所
を
も
つ
か
或
い
は
國
王
の
授
擢
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
に
住
所
を
設
定
し
た
外
國
人
に
驕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
プ
ル
ジ
ル
（
一
九
二
五
年
一
〇
月
二
八
日
の
命
令
、
　
哨
九
三
一
年
一
一
月
一
七
日
の
命
令
第
二
〇
六
七
一
號
）

　
船
舶
は
プ
ル
ジ
ル
市
民
に
鵬
す
る
か
、
或
い
は
ブ
ル
ジ
ル
に
本
店
を
も
ち
、
か
つ
ブ
ル
ジ
ル
市
民
に
よ
つ
て
排
他
的
に
管
理
さ
れ
る
企
業
に
腸
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
プ
ル
ガ
リ
ア

　
船
舶
は
、
少
く
と
も
、
そ
の
債
格
の
五
一
％
が
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
に
騰
せ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
麺
商
航
海
法
、
第
七
〇
條
）
。

　
　
　
チ
リ
ー

　
研
有
者
は
チ
リ
ー
人
で
あ
り
・
か
つ
チ
ゾ
ー
に
居
佳
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
も
し
船
舶
が
曾
壮
に
驕
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
本
の
四
分
の
三
は
チ
リ
ー
人
に
圃
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
一
九
二
二
年
二
月
六
日
の
法
律
、
第
三
八
四
一
號
）
。

　
船
舶
の
所
有
椹
者
た
る
會
祉
は
・
特
別
法
ま
た
は
そ
の
定
款
に
よ
り
、
最
大
限
四
〇
〃
7
。
ま
で
は
外
國
資
本
を
噌
加
し
得
る
。
外
國
人
に
鵬
す
る
株
式
は
、
株
主

絶
會
に
お
い
て
議
決
椹
を
も
た
な
い
し
、
ま
た
総
曾
の
成
立
に
必
硬
な
定
足
撒
に
計
算
さ
れ
ず
、
議
決
が
有
数
な
る
た
め
に
必
要
な
過
牛
数
の
中
に
も
計
算
さ
れ

な
い
（
一
九
三
｝
年
五
月
二
〇
日
の
法
律
第
二
五
一
號
）
。

　
　
　
デ
ン
マ
ー
ク
（
一
八
九
二
年
四
月
一
日
の
通
商
航
海
法
、
同
日
の
船
舶
登
録
法
）

　
船
舶
は
三
分
の
二
が
デ
ン
マ
ー
ク
市
民
権
を
も
つ
者
に
騰
す
る
か
（
外
國
に
館
化
し
な
い
者
）
或
い
は
、
少
く
と
も
五
年
以
上
デ
ン
マ
ー
ク
に
居
住
す
る
者
か
、

ま
だ
は
株
式
會
吐
な
ら
ば
、
そ
の
事
務
所
を
デ
ン
マ
ー
ク
國
内
に
も
ち
、
株
主
は
國
内
に
居
佳
す
る
者
の
み
よ
り
成
り
、
か
つ
上
蓮
し
た
よ
う
な
條
件
を
満
す
も

の
に
圃
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
麺
商
・
漁
業
省
は
こ
の
規
定
の
適
用
制
限
を
な
し
得
る
。

　
　
　
ス
．
ヘ
イ
ン
（
一
九
二
五
年
八
月
二
〇
日
の
立
法
命
令
で
修
正
せ
ら
れ
た
一
九
〇
九
年
六
月
一
四
日
の
法
律
）

　
船
舶
は
ス
．
ヘ
イ
ン
内
に
居
住
す
る
ス
．
ヘ
イ
ン
人
か
ス
．
ヘ
イ
ン
の
會
阯
、
即
ち
ス
ペ
イ
ン
の
商
業
登
記
斯
に
登
録
せ
ら
れ
た
曾
祉
に
騰
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
會
杜
の

揚
合
に
は
、
外
國
人
は
資
本
の
二
五
％
を
最
大
限
と
し
て
参
加
し
て
も
よ
い
。

　
　
　
ア
メ
リ
カ
（
一
九
三
一
年
の
航
海
法
）

　
船
舶
は
杢
部
ア
メ
リ
カ
市
民
に
驕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
（
一
八
七
三
年
六
月
九
日
の
海
上
法
、
　
一
九
二
七
年
七
月
二
九
日
の
商
船
登
録
法
）

　
船
舶
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
市
民
か
、
有
責
吐
員
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
居
住
す
る
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
よ
り
成
る
合
資
會
瀧
か
、
本
店
の
所
在
地
が
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
市
民
を
も
つ
て
杜
員
と
す
る
と
こ
ろ
の
合
法
に
設
立
せ
ら
れ
た
會
杜
に
麗
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



　
　
　
イ
ギ
リ
ス
（
一
八
九
四
年
の
商
船
法
）

　
全
部
が
イ
ギ
リ
ス
に
生
れ
た
か
或
い
は
麟
化
し
た
者
に
厨
す
る
か
、
ま
た
は
イ
ギ
リ
ス
領
土
内
の
法
に
よ
つ
て
設
立
せ
ら
れ
た
曾
祉
に
し
て
そ
の
主
た
る
巾
心

的
管
業
所
を
イ
ギ
リ
ス
領
土
の
一
つ
に
も
つ
も
の
に
腸
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

　
そ
の
船
舶
は
イ
ギ
リ
ス
の
登
鎌
所
に
登
録
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
英
帝
國
或
い
は
そ
の
領
地
内
の
河
川
ま
た
は
浩
岸
航
海
に
の
み
使
用
せ
れ
る
五
〇

ト
ン
以
下
の
も
の
は
、
こ
の
限
U
で
は
な
い
。

　
　
　
ギ
リ
シ
ャ

　
船
舶
は
、
少
く
と
も
牛
分
以
上
が
ギ
リ
シ
ャ
人
に
驕
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
一
八
三
六
年
一
一
月
一
四
日
の
命
令
、
第
五
條
）

　
　
　
イ
タ
リ
ー

　
船
舶
の
少
く
と
も
三
分
の
二
が
イ
タ
リ
ー
人
或
い
は
五
年
以
上
引
績
蓉
イ
タ
リ
ー
に
住
駈
を
も
つ
外
國
人
に
圃
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。

　
合
資
會
砒
或
い
は
合
名
會
砒
は
、
そ
の
本
店
が
外
國
に
在
る
揚
合
に
も
、
會
瀧
に
名
儀
を
輿
え
て
い
る
連
馨
責
任
杜
員
の
一
人
が
イ
タ
リ
ー
人
で
あ
る
揚
合
は

イ
タ
リ
ー
の
會
吐
と
考
え
ら
れ
る
。
外
図
人
で
構
成
せ
ら
れ
る
同
様
な
性
質
の
會
吐
で
も
、
イ
タ
リ
i
法
に
よ
つ
て
設
立
せ
ら
れ
、
本
店
が
イ
タ
リ
ー
内
に
あ
る

も
の
は
イ
タ
リ
ー
に
主
た
る
瞥
業
所
を
も
ち
、
外
國
人
で
権
成
せ
ら
れ
て
い
る
會
吐
と
同
様
に
過
せ
ら
れ
る
。

　
有
限
責
任
會
砒
に
し
て
、
そ
の
主
た
る
替
業
所
が
イ
タ
リ
ー
内
に
在
り
、
か
つ
そ
の
株
主
総
會
が
イ
タ
リ
ー
で
開
か
れ
る
と
き
は
、
イ
タ
リ
ー
の
會
祉
と
考
え

ら
れ
る
。

　
外
國
の
有
限
責
任
會
融
に
し
て
、
よ
般
的
委
任
を
與
え
ら
れ
た
代
表
者
が
イ
タ
リ
ー
内
に
あ
る
と
き
は
、
イ
タ
リ
ー
内
に
佳
所
を
も
つ
外
國
人
と
同
様
に
待
遇

せ
ら
れ
る
。

　
　
　
日
本
（
明
治
三
二
年
三
月
八
日
、
法
律
第
四
六
號
の
船
舶
法
、
明
治
三
八
年
法
律
第
六
八
號
及
び
昭
和
鳳
四
年
法
律
第
六
八
號
、
昭
和
ニ
ニ
年
一
二
月

一
一
九
日
、
法
律
第
二
一
四
號
で
改
正
）

　
左
ノ
船
舶
ヲ
以
テ
日
本
船
ト
ス

隔
、
日
本
ノ
官
賑
叉
ハ
公
署
ノ
所
有
二
屍
ス
ル
船
舶

二
、
日
本
臣
民
ノ
所
有
二
鴎
ス
ル
船
勘

三
、
日
本
昌
本
店
ヲ
有
ス
ル
商
事
倉
誌
ニ
シ
テ
合
名
會
吐
二
在
リ
テ
ハ
証
員
ノ
全
員
、
合
資
會
種
及
ビ
株
式
合
資
會
阯
在
テ
ハ
無
限
責
任
社
員
ノ
杢
員
、
株
式
會

　
祉
及
ビ
有
限
責
任
會
祉
二
在
リ
テ
ハ
取
締
役
ノ
全
員
ガ
日
本
臣
民
ナ
ル
モ
ノ
・
所
有
『
一
囑
ス
ル
船
舶

四
、
日
本
二
主
タ
ル
事
務
所
ヲ
有
ス
ル
法
人
ニ
シ
テ
其
代
表
者
ノ
杢
員
ガ
旧
本
臣
民
ナ
ル
モ
ノ
・
所
有
昌
驕
ス
ル
船
舶
ヲ
以
テ
日
本
船
ト
ス
（
第
一
條
）

　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

　
　
　
ラ
ト
ビ
ア
（
一
九
二
三
年
三
月
一
七
日
の
法
律
・
一
九
三
〇
年
一
〇
月
七
日
及
び
一
九
三
一
年
三
月
二
三
日
の
法
律
）

　
ラ
ト
ビ
ア
の
商
船
は
①
ラ
ト
ビ
ア
市
民
に
鴎
す
る
も
の
か
、
ω
証
長
及
び
重
役
會
員
の
三
分
の
二
以
上
が
ラ
ト
ビ
ヤ
市
民
で
あ
る
有
限
責
任
會
杜
に
隔
す
る
も

の
か
、
⑧
も
し
外
國
人
或
は
外
図
の
會
肚
に
圃
す
る
揚
合
は
（
責
任
あ
る
管
理
者
た
る
重
役
（
外
國
人
で
も
よ
い
）
が
、
ラ
ト
ビ
ア
に
永
久
的
な
佳
所
を
も
た
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
に
は
、
船
舶
の
所
有
者
は
、
丈
書
を
も
つ
て
・
商
船
に
關
す
る
ラ
ト
ビ
ア
の
総
て
の
現
行
法
並
び
に
將
來
糞
布
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い

法
を
蓮
守
す
る
こ
と
を
約
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
契
約
の
保
障
と
し
て
、
純
容
積
ト
ン
一
ト
ン
に
つ
巻
二
〇
ラ
ヅ
ト
（
一
暮
）
の
保
誰
金
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
メ
キ
シ
コ
（
一
九
三
二
年
六
月
二
八
日
の
法
律
）

　
船
舶
は
法
的
無
能
力
者
で
な
い
メ
キ
ジ
コ
人
に
矯
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。

　
外
國
人
及
び
外
國
會
祉
は
國
内
航
海
を
目
的
と
す
る
船
舶
を
、
蓮
信
事
務
局
（
ω
①
o
鼠
富
二
辞
α
留
8
巨
目
9
巳
o
暫
試
9
）
の
任
命
し
た
專
門
家
の
決
定
す
る
と

こ
ろ
の
債
格
の
二
分
の
一
に
蓬
す
る
保
謹
金
を
携
い
込
む
こ
と
を
條
件
と
し
て
の
み
買
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
一
八
九
三
年
七
月
二
〇
日
の
航
海
に
關
す
る
法
律
）

　
船
舶
は
、
次
の
も
の
に
属
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

①
　
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
人
民

図
　
株
式
會
祉
か
株
式
會
壮
に
し
て
海
事
部
が
狽
立
し
て
い
る
も
の
で
、
會
杜
の
主
た
る
事
務
所
と
重
役
會
が
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
に
あ
る
、
か
つ
少
く
と
も
株
式
の

　
六
〇
％
が
ノ
ー
ル
ウ
ェ
1
人
の
斯
有
に
腸
す
る
も
の

③
　
ω
に
掲
げ
た
會
赴
と
異
る
會
赴
で
あ
つ
て
、
會
吐
の
主
た
る
事
務
駈
及
び
重
役
會
の
所
在
地
が
ノ
ー
ル
ウ
よ
ー
に
あ
η
、
か
つ
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
に
居
佳
す
る

　
ノ
ー
ル
ウ
ェ
ー
人
の
株
主
で
重
役
會
が
構
成
さ
れ
た
も
の

㈲
　
合
資
會
杜
に
し
て
、
取
締
役
曾
員
及
び
資
本
に
關
す
る
図
及
び
③
の
規
定
が
合
資
會
吐
の
有
責
融
員
及
ぴ
資
本
に
關
し
て
満
さ
れ
る
も
の

　
　
　
オ
ラ
ン
ダ
（
會
祉
法
≦
o
叶
げ
o
o
犀
く
四
5
一
困
o
o
b
げ
四
β
α
o
一
及
び
一
九
二
山
ハ
年
山
ひ
月
一
〇
日
の
法
廊
伴
）

　
　
船
舶
は
少
く
と
も
三
分
の
二
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
厨
し
、
か
つ
そ
の
残
り
の
部
分
は
王
國
内
に
居
佳
す
る
者
に
鵬
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
所
有
者
た
る
會
祉
の
會

　
計
課
員
は
総
て
の
揚
合
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
居
住
す
る
オ
ラ
ン
ダ
人
民
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。

　
　
　
。
ヘ
ル
ー

　
　
所
有
者
は
ペ
ル
ー
内
の
佳
所
を
謹
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
ポ
r
ラ
ン
ド
（
一
九
二
〇
年
六
月
一
六
日
の
法
律
）

　
　
船
舶
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
國
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
或
い
は
市
民
擢
を
享
有
し
、
か
つ
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
國
内
に
居
佳
す
る
者
に
鵬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
本
條
の
適
用
に



當
つ
て
は
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
の
者
に
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
國
籍
を
も
た
な
い
者
は
、
外
務
省
の
決
定
に
よ
リ
ポ
ー
ラ
ン
ド
市
民
と
考
え
得
る
。

　
船
舶
が
多
殿
人
に
圃
す
る
と
き
は
、
総
て
の
株
式
は
記
名
式
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
も
し
所
有
者
の
中
に
外
國
人
の
あ
る
場
合
は
、
船
舶
の
債
格
を
表
示
す
る
賓
本
の
中
の
彼
等
の
持
分
は
四
〇
％
を
超
え
る
こ
と
を
得
ず
、
か
つ
指
揮
、
管
理

及
び
統
制
に
關
す
る
委
員
會
に
お
け
る
彼
等
の
割
合
は
、
賛
本
に
お
け
る
割
合
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
合
資
會
肚
に
お
い
て
は
、
外
國
人
は
會
肚
の
責
任
と

結
び
つ
い
た
職
務
を
行
う
こ
と
を
得
な
い
。
會
杜
の
祉
長
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
既
存
の
法
規
の
適
冊
に
よ
つ
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
國
籍
を
失
い
、
船
舶
の
所
有
椹
の
割
合
に
愛
更
の
あ
つ
た
と
き
は
、
登
録
局
の
決
定
に
よ
り
、
一
年
を
超
え

な
い
猫
豫
期
問
を
も
つ
て
、
外
國
人
の
取
得
し
た
部
分
を
買
戻
す
に
必
要
な
期
間
内
、
そ
の
船
舶
の
國
旗
の
掲
揚
梅
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
一
八
八
八
年
八
月
二
三
日
の
命
令
で
承
認
せ
ら
れ
た
商
法
典
、
一
九
三
一
年
一
〇
月
二
〇
日
の
命
令
第
二
〇
四
六
八
號
、
一
九
三
二
年
九

月
一
九
日
の
命
令
第
一
コ
七
一
二
號
、
一
九
二
八
年
四
月
九
日
の
命
令
第
一
五
三
六
〇
號
）

　
補
助
金
を
輿
え
ら
れ
な
い
船
舶
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
か
、
蹄
化
し
た
外
國
人
か
、
或
い
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
内
に
存
在
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
會
祉
に
腸
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
補
助
を
與
え
ら
れ
る
船
舶
は
馨
ル
ト
ガ
ル
人
民
か
、
五
年
以
上
前
か
ら
蹄
化
し
た
外
國
人
に
鵬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
船
主
た
る
會
肚
は
、
そ
の
現
實
の
所

在
地
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
在
り
、
か
つ
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
秣
主
或
い
は
五
年
以
上
前
に
蹄
化
し
た
株
主
に
よ
つ
て
構
威
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
資
本
は
記
名
株
式

か
ら
成
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
會
社
の
管
理
、
蓮
螢
及
び
指
揮
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
或
い
は
五
年
以
上
前
に
蹄
化
し
た
外
國
人
に
よ
つ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
o

　
漁
船
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
或
い
は
蹄
化
し
た
外
國
人
に
隔
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
漁
業
會
杜
は
そ
の
現
費
の
所
在
地
を
ボ
ル
ト
ガ
ル
に
も
ち
、
か
つ
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

た
る
株
主
或
い
は
婦
化
し
た
外
國
人
よ
つ
て
構
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
管
理
、
蓮
螢
及
び
指
揮
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
或
い
は
県
化
し
た
外
國
人
以
外
は
行
い
得

な
い
。

　
　
ル
ー
マ
ニ
ア

　
船
舶
が
個
人
に
隔
す
る
場
合
は
、
所
有
者
は
ル
ー
マ
ニ
ァ
市
民
で
あ
る
か
、
或
い
は
ル
；
マ
ニ
ア
に
盈
れ
、
一
年
に
少
く
と
も
八
ヵ
月
以
上
ル
ー
マ
ニ
ア
に

居
住
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
船
舶
が
會
社
に
驕
す
る
揚
合
は
、
㈲
合
名
會
祉
ー
會
壮
の
全
祉
員
は
ル
ー
マ
ニ
ァ
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
㈲
合
賛
會
杜
！
斑
名
肚
員
の
全
部
、
無
限
責
任

祉
員
及
び
管
理
者
は
ル
ー
マ
ニ
ア
市
艮
で
あ
り
、
か
つ
會
肚
資
本
の
三
分
の
二
は
ル
ー
マ
昌
ア
人
に
厨
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
⑥
有
限
責
任
會
証
－
少
く
と
も
資
本

の
三
分
の
二
は
ル
ー
マ
昌
ア
人
た
る
株
主
の
所
有
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
記
名
株
式
は
ル
ー
マ
こ
ア
市
民
に
の
み
譲
渡
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
産
長
、
代
表
取
締

役
、
取
締
役
及
び
重
役
の
三
分
の
二
は
ル
ー
マ
ニ
ァ
市
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
船
舶
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
一
八
九
一
年
六
月
二
一
日
の
海
法
・
一
九
〇
六
年
四
月
二
七
日
の
法
律
及
び
一
九
一
一
年
七
月
二
一
一
日
、
一
九
二
二
年
六
月
一
五
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

船
舶
登
記
法
δ
拡
一
、
ぎ
零
嵩
喜
δ
昌
巳
畦
置
目
①
）

　
船
舶
は
少
く
と
も
そ
の
三
分
の
二
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
民
に
騰
す
る
か
、
或
い
は
重
役
會
の
所
在
地
が
王
國
内
に
あ
り
、
か
つ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
民
た
る
株

主
に
よ
つ
て
構
成
せ
ら
れ
る
倉
吐
に
属
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
主
な
る
管
理
人
は
常
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
で
あ
り
、
ス
ウ
ェ
！
デ
ン
に
居
佳
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
共
有
者
の
総
て
の
同
意
た
し
に
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
以
外
の
者
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
船
の
所
有
標
の
一
部
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
禁
ぜ
ら
れ
る
。
も
し
そ
の
船
が

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
船
で
な
く
な
る
場
合
は
・
た
と
え
所
有
椹
の
そ
の
部
分
が
差
押
え
や
破
産
の
後
で
頁
ら
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
譲
渡
は
無
数
で
あ
る
。

　
　
・
シ
ア
（
一
九
二
九
年
六
月
一
四
臼
の
命
令
）

　
船
舶
は
次
の
も
の
に
囑
せ
れ
ば
な
ら
ぬ
o

閻
　
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
國
家
の
工
場
及
び
企
業

㈲
　
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
協
働
制
度
の
一
部
を
成
す
協
働
組
繊

⑥
　
そ
の
他
の
法
人
、
但
し
海
外
資
本
の
参
加
を
許
す
細
織
を
除
く

㈲
　
ソ
ヴ
ィ
エ
ヅ
ト
杜
會
主
義
共
和
國
の
市
民
（
一
九
三
〇
年
国
一
月
二
三
の
命
令
）

　
　
ウ
ル
ガ
イ

　
所
有
者
は
外
囚
の
國
籍
を
も
つ
者
で
も
よ
い
が
、
し
か
し
、
ウ
ル
ガ
イ
内
に
住
所
を
選
択
す
る
か
又
は
保
謹
金
を
提
供
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
（
一
九
二
二
年
三
月
三
〇
日
の
法
律
）

　
船
舶
は
ユ
ー
．
」
！
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
人
民
が
、
中
心
的
な
肝
左
地
が
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
内
に
あ
る
株
式
會
祀
に
三
分
の
二
が
腸
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
即
き
包

o
。
鼻
b
穐
鼻
轟
葺
ぎ
①
の
居
e
二
。
目
。
喜
区
①
o
き
誰
逼
。
墓
困
困
5
茸
器
図
≦
）

　
般
舶
の
所
有
棲
と
國
旗
と
は
不
可
分
的
に
結
ば
れ
て
い
る
の
が
原
則
で
あ
つ
て
、
た
だ
二
三
の
例
外
的
な
國
家
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
船
舶
の
掲
揚
す
る
國
旗
に
よ
つ
て
そ
の
性
質
を
制
断
す
る
こ
と
は
、
そ
の
所
有
灌
關
係
か
ら
槻
て
も
不
合
理
で
な
く
、
こ
の
意
味
に
↓
、
り
い
て
、

フ
ラ
ン
ス
は
敵
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
を
敵
船
と
し
た
の
で
、
決
し
て
所
有
棲
を
無
観
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
ブ
一
フ
ン
ス
の
立
場
は
英
國
9
て

れ
と
異
り
、
船
舶
の
所
有
棲
の
一
部
で
も
敵
に
風
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
海
上
に
お
け
る
敵
の
財
産
と
し
て
波
牧
す
る
樺
利
が
あ
る
と
は
し
な

か
つ
た
。
こ
ζ
に
英
國
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
態
度
の
基
本
的
な
相
違
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
船
舶
の
國
籍
の
み
に
重
黙
を
置
き
、
所
有
樺
關
係
は
一



切
不
間
と
し
た
の
で
は
な
く
、
元
來
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
は
所
有
椹
關
係
に
基
礎
を
置
き
、
國
旗
を
性
質
判
定
の
基
準
と
し
た
の
は
、
立
法
上
は
一

八
七
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
實
を
も
つ
て
観
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
は
所
有
椹
關
係
を
無
覗
し
た
も
の
で
な
く
、
船
舶
の
國
籍
と
所
有
椹

と
が
二
本
立
と
な
つ
て
い
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
た
だ
既
述
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
捕
獲
法
の
適
用
に
關
し
て
は
船
舶
の
所
有
槽
は
不
可
分

で
あ
る
と
観
る
か
ら
、
所
有
権
の
大
部
分
が
中
立
國
入
に
属
し
、
從
つ
て
、
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
を
、
そ
の
一
小
部
分
が
敵
に
属
す

る
と
の
理
由
に
よ
つ
て
そ
の
船
舶
を
敵
船
と
し
た
判
例
は
な
い
。
こ
の
黙
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
は
特
色
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
立
法
上

か
ら
観
れ
ば
、
英
國
も
フ
ラ
ン
ス
も
所
有
灌
と
國
旗
と
を
共
に
性
質
決
定
の
基
準
と
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
鮎
か
ら
前
述
の
デ
ュ
ピ
イ
の

よ
う
に
、
英
佛
と
も
同
様
で
あ
る
と
の
意
見
を
述
べ
る
學
者
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
既
に
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
が
示
す
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
合
法

に
掲
揚
す
る
國
旗
を
船
舶
の
性
質
決
定
の
絶
封
的
標
準
と
し
、
他
は
一
切
顧
慮
し
な
か
つ
た
の
で
は
な
く
、
却
つ
て
、
敵
に
属
す
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
敵
船
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
場
合
に
は
そ
れ
は
、
同
時
に
敵
旗
を
掲
揚
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
も
し
國
旗
が
絶
封
的
な

唯
一
の
性
質
決
定
の
基
準
で
あ
る
な
ら
ば
、
捕
獲
の
正
當
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
常
に
敵
旗
を
合
法
に
掲
揚
す
る
こ
と
が
墨
げ
ら
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
な
筈
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
般
に
は
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
主
義
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ

ラ
ン
ス
が
こ
の
よ
う
な
態
度
を
執
つ
た
の
は
、
實
に
約
一
力
年
の
短
期
間
に
過
ぎ
な
か
つ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
傳
統
的
な
主

義
と
し
て
多
勲
の
學
者
の
漢
然
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
ヒ
の
意
味
に
お
い
て
、
甚
だ
不
正
確
で
あ
る
と
評
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
次
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
立
法
、
即
ち
、
一
九
三
四
年
三
月
八
日
の
「
戦
時
國
際
法
の
適
用
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
訓
令
ぎ
雪
吾
亀
o
箒

守
き
β
一
器
の
弩
一
、
碧
嘗
3
疏
9
号
爵
o
詳
貯
け
①
導
暮
一
9
巴
窪
審
ヨ
冨
鼠
騎
臣
肖
Φ
」
に
よ
る
と
、
そ
の
第
三
八
條
は
「
第
二
〇
條
の
規
定

及
び
第
九
章
の
規
定
留
保
の
上
、
船
舶
の
性
質
は
そ
の
掲
揚
の
椹
利
あ
る
國
旗
に
よ
り
決
定
さ
る
。
國
旗
掲
揚
に
關
し
各
國
の
課
す
條
件
は
、
各

國
の
個
別
的
な
立
法
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
る
－
…
」
（
註
一
七
）
と
し
、
・
ン
ド
ン
宣
言
第
五
七
條
一
項
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
第
三
八
條
が
留
保

す
る
と
こ
ろ
の
第
二
〇
條
の
規
定
と
い
う
の
は
「
次
の
船
舶
は
敵
性
を
も
つ
も
の
と
す
る
、
個
敵
旗
を
掲
揚
す
る
も
の
、
㈲
フ
ラ
ン
ス
旗
、
同
盟

　
　
　
船
舶
の
性
質
決
定
K
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
船
船
の
性
質
決
定
に
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
義
の
研
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

國
旗
或
い
は
中
立
旗
掲
揚
の
椹
利
を
誰
明
し
得
な
い
も
の
、
⑥
捕
獲
が
可
能
な
第
九
章
に
定
め
た
條
件
内
で
敵
旗
か
ら
中
立
旗
に
移
輻
し
た
も

の
、
㈹
所
有
者
が
敵
性
を
も
つ
も
の
、
㈲
船
舶
使
用
の
統
制
及
び
利
釜
が
敵
國
或
い
は
敵
性
を
も
つ
者
の
手
に
あ
る
も
の
」
（
詫
一
八
）
と
規
定
し

て
い
る
・
こ
の
規
定
で
明
か
な
よ
う
に
、
肝
謂
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
れ
た
も
の
は
完
全
に
批
棄
せ
ら
れ
、
國
旗
と
所
有
椹
と
を
性
質
決
定
の
基

準
と
す
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
そ
の
範
國
を
擾
張
し
て
、
船
舶
使
用
の
統
制
及
び
利
盆
の
露
属
者
を
も
基
準
と
し
て
い
る
。
こ
の
立
法
は
英
國
主

義
よ
り
も
更
に
嚴
重
な
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
註
一
七
）
　
一
九
三
四
年
三
月
八
日
の
訓
令
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フ
ラ
ン
ス
が
一
九
三
四
年
の
立
法
で
捕
獲
さ
る
べ
き
船
舶
の
範
園
を
非
常
に
援
大
し
た
こ
と
は
、
果
し
て
正
當
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
、

根
本
に
お
い
て
は
、
交
鞍
國
と
中
立
國
と
の
利
害
の
調
和
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
交
戦
國
は
直
接
ま
た
は
間
接
に
敵
の
戦
力
を
増
大
す
る
原
因
と

な
る
こ
と
は
極
力
防
止
し
よ
う
と
努
め
る
し
、
中
立
國
は
自
國
の
全
く
關
知
し
な
い
他
國
間
の
駿
雫
に
よ
つ
て
、
自
國
の
自
由
な
海
上
交
通
を
阻

害
さ
れ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
こ
の
爾
者
の
異
つ
た
立
場
を
調
節
し
た
も
の
が
海
上
捕
獲
に
關
す
る
現
行
國
際
法
規
で
あ
る
。
現
行
法
は
、
戦
時

禁
制
品
制
度
、
封
鎖
制
度
そ
の
他
を
認
め
て
交
戦
國
の
主
張
を
満
足
せ
し
め
る
と
同
時
に
、
孚
面
に
お
い
て
中
立
國
の
行
動
の
自
由
を
保
障
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
理
論
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
戦
雫
え
全
く
關
與
し
な
い
中
立
國
は
、
他
國
間
の
戦
雫
に
よ
つ
て
そ
の
行
動
の
自
由
を



奪
わ
る
べ
き
で
な
く
、
完
全
に
行
動
の
自
由
を
保
有
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
實
際
的
結
果
と
し
て
、
一
方
の
交
戦
國
は
中
立
國
と
の
海
上

交
通
の
結
果
、
戦
力
を
増
大
す
る
に
反
し
、
他
方
は
そ
の
恩
恵
を
蒙
ら
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
故
に
、
一
定
の
條
件
の
下
に
中
立
國
の
海
上
交
通

は
制
限
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
原
則
的
に
は
、
中
立
國
は
海
上
交
通
の
自
由
を
有
す
る
の
で
あ
つ
て
、
交
戦
國
の
捕
獲
椹
を
不
當
に

振
大
し
て
中
立
國
の
海
上
交
通
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
は
愼
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
新
立
法
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、

合
法
に
敵
旗
を
掲
揚
す
る
も
の
を
敵
船
と
し
て
捕
獲
物
と
す
る
こ
と
は
、
既
に
一
般
的
な
國
際
法
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
當
然
の
規
定
で
あ
る
。

所
有
椹
の
面
か
ら
観
て
も
、
敵
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
は
、
そ
の
所
有
構
が
全
部
或
い
は
大
部
分
敵
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
各
國
の
國
内

法
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
二
三
の
例
外
的
な
國
の
國
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
に
つ
い
て
、
そ
の
所
有
槽
が
國
旗
掲
揚
國
或
い
は
國
旗
掲
揚
國
人
に

属
し
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
所
有
者
が
敵
性
を
も
つ
も
の
及
び
船
舶
使
用
の
統
制
及
び
利
釜
が
敵
國
或
い
は
敵
性

を
も
つ
者
の
手
に
あ
る
も
の
に
敵
性
を
認
め
る
規
定
に
つ
い
て
は
批
判
の
飴
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
①
　
所
有
者
が
敵
性
を
も
つ
船
舶

　
所
有
者
が
敵
性
を
も
つ
船
舶
に
敵
性
を
與
え
る
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
傅
統
的
な
主
義
で
あ
り
、
英
國
主
義
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ

の
主
義
は
そ
の
適
用
い
か
ん
に
よ
つ
て
は
、
不
當
に
中
立
國
の
利
釜
を
侵
害
す
る
惧
れ
が
あ
る
。
こ
の
鮎
は
既
に
質
ン
ド
ン
會
議
の
際
に
論
じ
つ

く
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
立
國
の
株
式
會
肚
の
所
有
す
る
船
舶
で
、
合
法
に
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
が
、
そ
の
小
株
主
の
一
人
に
敵
國
籍
を
も

つ
者
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
敵
の
所
有
す
る
船
舶
と
し
て
敵
性
を
認
め
捕
獲
物
と
す
る
こ
と
は
、
常
識
的
に
も
中
立
國
通
商
に
封
す
る
大
き
な

脅
威
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
敵
人
の
所
有
す
る
割
合
を
算
出
し
て
、
そ
の
部
分
に
封
し
て
敵
産
と
し
て
捕
獲
椹
の
行
使
を
認
め
る
と
す
れ
ぱ
、

掌
捕
し
た
そ
の
船
舶
を
競
費
し
て
敵
人
の
持
分
だ
け
に
封
し
て
競
費
金
を
淡
牧
し
、
残
り
は
所
有
主
た
る
中
立
國
會
肚
に
返
還
す
る
方
洪
を
と
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
る
と
假
定
す
る
と
、
掌
捕
か
ら
競
費
代
金
の
支
彿
い
ま
で
の
間
に
相
當
の
時
日
を
要
し
、
…
二
年
を
費
す
こ

と
も
稀
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間
、
そ
の
船
舶
は
使
用
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
の
船
舶
所
有
者
の
受
け
る
損
害
は
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莫
大
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
、
フ
ラ
ン
ス
は
損
害
賠
償
を
支
梯
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
行
動
が
合
法
な
捕
獲
椹
の
行
使
で
あ

る
か
ら
（
少
く
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
よ
れ
ば
）
そ
の
結
果
生
じ
た
事
態
に
封
し
損
害
を
支
沸
う
こ
と
を
肯
定
す
る
筈
が
な
い
。
の
み
な
ら
す
、

フ
ラ
ン
ス
は
捕
獲
灌
の
行
使
に
關
し
て
は
、
船
舶
の
所
有
椹
は
不
可
分
と
し
て
取
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
英
國
と
同
様
に
一
部
が
敵
に
属
す
る
船

舶
も
敵
船
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
規
定
は
、
捕
獲
樺
を
あ
ま
り
に
も
擾
張
し
た
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
、
船
舶
の
所
有
灌
の
全
部
ま
た
は
孚
分
以
上
が
敵
に
属
す
る
場
合
に
、
そ
の
船
舶
が
合
法
に
中
立
旗
を

掲
揚
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
ペ
ル
ー
國
内
に
居
佳
す
る
外
國
人
が
船
舶
を
所
有
し
て
合
法
に
ペ
ル
ー
旗
を
掲
揚
す
る
と
き
、
そ
の
外

國
人
の
属
す
る
國
と
フ
ラ
ン
ス
が
戦
雫
欺
態
に
入
つ
た
場
合
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
船
舶
は
敵
の
所
有
す
る
船
舶
で
あ
る
。

こ
の
種
の
船
舶
に
封
し
捕
獲
椹
を
認
め
る
こ
と
は
、
公
李
の
観
念
か
ら
観
て
、
前
掲
の
場
合
ほ
ど
不
當
で
は
な
い
。
一
方
に
お
い
て
、
所
有
者
の

佳
所
を
基
準
と
す
る
英
國
主
義
は
、
こ
の
船
舶
に
敵
性
を
認
め
な
い
し
、
ド
イ
ッ
、
イ
タ
リ
ー
等
の
よ
う
に
、
・
ン
ド
ン
宣
言
第
五
七
條
一
項
を

原
則
と
し
て
採
用
す
る
國
も
、
こ
の
よ
う
な
船
舶
に
敵
性
を
認
め
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
が
そ
の
偉
統
的
な
主
義
に
露

り
、
所
有
灌
關
係
を
敵
性
決
定
の
基
準
と
す
る
と
し
て
も
、
世
界
の
殆
ん
ど
総
て
の
海
洋
國
が
自
國
旗
の
掲
揚
を
認
め
る
程
度
の
所
有
構
、
印

ち
、
少
く
と
も
船
舶
の
牛
分
以
上
が
敵
性
あ
る
者
に
驕
す
る
場
合
に
は
、
合
法
に
中
立
旗
を
掲
げ
る
も
の
も
敵
船
と
す
る
と
い
う
立
法
な
ら
ば
是

認
せ
ら
れ
る
が
、
も
し
一
少
部
分
で
も
所
有
槽
が
敵
性
あ
る
者
に
薦
す
る
船
舶
は
敵
船
と
し
て
虚
理
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
中
立
國
の
海
上
交
通

に
封
す
る
重
大
な
脅
威
で
あ
る
。

　
働
船
舶
使
用
の
統
制
及
び
利
釜
が
敵
國
或
い
は
敵
性
を
も
つ
者
の
手
に
あ
る
船
舶

　
こ
の
規
定
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
立
旗
を
掲
揚
す
る
船
舶
が
、
敵
の
意
思
に
基
い
て
使
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
直
接
．
或
い
は
間
接
に
敵

の
戦
力
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
を
防
が
ん
と
す
る
に
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
既
に
國
際
法
上
幾
多
の
規
定
が
存
す

る
の
で
あ
る
。
敵
港
及
び
滑
岸
の
封
鎖
、
戦
時
禁
制
品
の
輸
途
禁
止
、
そ
の
他
一
般
に
封
敵
援
助
行
爲
の
禁
止
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
規
定
す
る
「
船



舶
使
用
の
統
制
及
び
利
釜
が
敵
國
或
い
は
敵
性
を
も
つ
者
の
手
に
あ
る
」
船
舶
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
外
に
、
直
接
・
間
接
に
軍
事
的
援
助
を
與
え

ろ
場
合
、
帥
ち
、
中
立
船
が
直
接
に
戦
闘
行
爲
に
参
加
し
た
り
、
敵
國
軍
除
の
輸
逸
ま
た
は
敵
を
利
す
る
池
め
情
報
の
傳
達
に
從
事
す
る
場
合
等

は
、
軍
事
船
封
巾
助
の
典
型
的
な
も
の
で
、
こ
れ
が
「
船
舶
使
用
の
統
制
及
び
利
釜
が
敵
國
或
い
は
敵
性
を
も
つ
者
の
手
に
あ
る
」
船
舶
で
あ
る
こ

と
は
明
か
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
宣
言
、
第
四
五
、
四
六
條
、
参
照
）
。
元
來
、
中
立
船
は
自
由
な
便
用
が
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
使
用
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

由
が
制
限
せ
ら
れ
る
場
合
は
、
條
約
或
い
は
慣
習
法
に
よ
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
り
、
一
國
の
軍
狸
な
意
思
で
制
限
を
課
す
べ
き
で
は
な
い
。

船
舶
使
用
の
統
制
及
び
利
釜
が
敵
國
或
い
は
敵
性
を
も
つ
者
の
手
に
あ
る
と
こ
ろ
の
或
場
合
は
、
既
に
國
際
慣
脅
法
に
よ
つ
て
、
そ
の
船
舶
に
敵

性
を
附
與
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
り
て
、
こ
れ
を
一
般
的
に
、
｝
方
的
な
方
法
で
自
由
に
撰
大
し
て
敵
性
の
範
飼
が
決
定
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
中
立
國
の
受
け
る
打
撃
は
甚
大
で
あ
つ
て
、
捕
獲
権
の
不
當
な
擾
張
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
一
九
三
四
年
の
立
法
は
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
フ
ラ
ン
ス
主
義
と
よ
ば
れ
た
も
の
を
完
全
に
掃
蕩
し
た
。
今
や
、
こ
の
主
義
は
、
却
つ
て
、
イ
タ
リ

ー
（
】
九
二
七
年
の
法
）
、
ド
イ
ッ
（
一
九
三
九
年
の
法
）
及
び
ア
メ
リ
カ
（
一
九
一
七
年
の
法
）
等
に
よ
つ
て
採
用
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

船
舶
の
性
一
質
決
出
疋
に
㎜
關
す
る
フ
ラ
ン
ス
主
艶
我
の
研
究

五
三


